
「BANDO PRESS」の前号では、３月末日で路線

廃止となることを受け、一般質問から浮き彫りと

なった状況とその対応についてお知らせしました。 
 

その後、市は「切れ目のない対応」を主眼に置き、

「緊急対応」として代替案の「ねやBUS事業」を示

されました。 

「緊急対応」ということもあり、運行ルート、運行

時刻、運賃などはこれまでと同じです。 

違うのは、これまでの中型バスから１０人乗りのワ

ゴン車になる点です。 

運行を委託する期間は２年間、委託料の上限は２億

６９７０万円です。この額から運賃収入の実額（約

４３００万円／年が過去実績）を差し引いた額が市

の負担となります。 
 

４月１日運行スタートという制約があり、委託事業

者の選定や自動車の確保、停留所の対応、市民への

周知を逆算した上で、臨時議会が招集されました。

細部は煮詰まっていないと感じられましたが、時間

の猶予がないことから見切り発車を了としました。 

【京阪バス路線、旧タウンくる路線廃止の経緯】 

 令和５年９月１５日 京阪バスより廃止の通知 

     ９月２７日 市より存続の要望書提出 

    １０月２７日 京阪バスより困難の連絡 

    １１月 １日 路線廃止の公表 

    １２月議会  一般質問での議論 

 令和６年１月臨時議会 代替案の予算化 

     １月２２日 地域公共交通協議会にて代替 

           案の内容を承認 
 

代替案では「自家用有償旅客運送の交通空白地有償運

送」という制度の「事業者協力型」を利用します。対

象地域は、京阪バスが撤退後、他の事業者の参入がな

いことから「交通空白地」となり、市が自家用車を用

いて運送サービスを提供することが可能となります。 

「自家用有償旅客運送」は柔軟な制度であり、これか

らの１年目は利用実態を把握・分析し、２年目には本

格的な移動手段の確保の制度設計を行っていかなけれ

ばなりません。車両が小さくなったことで通行できる

道路が格段に増えることも考慮し、定期運行に加えオ

ンデマンド運行の両立が視野に入りました。 

   空き家対策の取り組み強化   

～国が予備軍対策の強化で、市と同レベルに～ 

空き家対策の特別措置法の改正では、新たな考え方を導入することで特定空き家への予備軍への取り組みを強

化するとともに、税制の優遇措置の解除など、より厳しい内容となりました。 
 

さて、本市の空き家に対する条例は法律をベースにしつつも、地域事情を考え法律以上の対応を条文化してい

たことから、本会議場において法律と条例の整合性の確認を行いました。 
 

「そのまま放置すれば特定空き家になるおそれのある状態の空き家」とは？ 
法律では、このような空き家を「管理不全空き家」と定義づけ、特定空き家とならないよう未然防止に乗り出

しました。 

市の条例では、「準特定空き家」として取り組んでいるものです。文言の違いはありますが、定義、目的、認

定の仕方、効果など同一であると示されました。 

今後、「準特定空き家＝管理不全空き家」として勧告に至った場合、固定資産税の住宅用地に対する特例が解

除されることになり、税金が高くなります。 
 

「所有者の責務として国や市が実施する施策に協力するよう努めなければならない」の実効性？ 
新たに法律にこのような文言が入りました。努力義務ではありますが、将来的には義務へと移行すると受け止

めています。特に、市が実施する施策への協力については、所有者が納得するような施策でなければ協力は得

られません。空き家を発端とする課題や将来の街づくりへの展望などの情報共有と共に、所有者が空き家の状

況で管理ができない問題点への対応が必要となります。 

 

国による一連の新たな取り組みは、市の条例（議員提出条例）を草案する折りに課題視されていた事柄で

す。その時に議論された課題の本質は「空き家」の定義。つまり、人が住んでいなくても倉庫代わりに使用

している家屋は法律上「空き家」とは認定されません。「現に住んでいない家屋」を空き家とすることにし

なければ、今の空き家問題は解消しないと考えており、その対応を求めています。 

移動手段確保へ緊急対応⇒２年かけて新制度構築 



 

国民健康保険 府内統一制度の運用開始へ 
健康保険制度の改革の一環として、国民健康保険

の財政責任が都道府県に変わっています。そこで

大阪府の対応は、府内市町村はどこでも収入に応

じた保険料は同じとすることを決め、この数年間

経過措置として対応してきました。 

令和６年度からは、府内のどの市町村に暮らして

いても同じ保険料率になり、各種制度も大阪府で

統一したものになります。 
 

その結果、府内の市町村では、府内統一にするこ

とで保険料が安くなる場合もありますし、その逆

もあります。また、一人当たりの医療費が低い市

町村でも保険料が高くなる場合もあります。 

府内統一した運用により、これまで寝屋川市独自

で行ってきた「障害者」「ひとり親」「生活困窮

者」への保険料減免制度もなくなります。 
 

本市では、これまでの約１０年間において、まず

は国保の特別会計が抱えていた借金を返済するこ

とに着手し、次に基金を活用して保険料の抑制を

行ってきたことから府内でも低い保険料となって

いました。 
 

府内統一保険料にすることによって、寝屋川市は

次のようになります。 

古川雨水幹線バイパス管 シールド工事開始 

比較対象として取り上げられていたモデルケース

（所得２１０万円、４人世帯。実際にはほとんどい

ません。）では、４７万１４４３円となり、市独自

で行う場合の想定額より約５万５０００円ほど高く

なります。 
 

また、世帯構成の割合が高いケースでは以下のよう

になります。 

  所得なし、１人世帯（全体の約４１％） 

          保険料  ３万３４４５円 

  所得６０万円、１人世帯（全体の約９％） 

          保険料  ８万１７７８円 

  所得110万円、１人世帯（全体の約７％） 

          保険料 ２１万４１３４円 
 

本市の国民健康保険の加入状況は、所得１５０万円

以下が約７５％を占めます。また、全加入世帯の内

滞納世帯が約１３％を占めます。このような実態か

ら制度破綻していると指摘してきました。 

その後に、国によって都道府県が財政責任を負うこ

とになりましたが、今の人口ピラミッドを考えれ

ば、この制度改革は根本的解決にはなり得ないと考

えています。健康保険制度の一元化と、健康対策の

充実が必要であることを訴え、具体的取り組みを提

言しています。 

市域の西側地域の浸水対策として取り組みを進め

ている事業です。 

降った雨は、側溝から用水路へ、用水路から古川

へ流れています。降雨量によっては、古川の増水

によって用水路からの流入が阻害され浸水に至っ

たり、古川の越水などの課題がありました。 
 

そこで、古川の増水を軽減するため、地下にバイ

パス管を整備し、８．５㎥ ／ｓの雨水を取り込む

ことで古川と用水路の機能向上を図ります。 
 

対象となる水路は以下の通りです。  

  寝屋川第四水路（第２中学校付近） 

  寝屋川第五水路（西小学校付近） 

  寝屋川第八水路（第９中学校付近） 

  池田第一水路 （旧ヤクルト工場付近） 
 

バイパス管整備のこれまでの経緯 

 令和４年   発進立坑の工事開始 

 令和５年３月 立坑完成 

    １０月 シールドマシン完成 

    １２月 防音ハウス完成  

 令和７年度にバイパス管の完成予定 

この度、シールドマシンが完成したことから、今後

の事業展開を確認するため議会での視察が行われま

した。シールドマシンは、府道の地下約１８ｍを２

４時間稼働し続けます。 

 

今後の課題と目しているのは、古川の市内下流域で

の水位やその周辺の状況です。その辺りには「寝屋

川第七水路」「黒原第一水路」が接続されており、

古川上流域の負担軽減が黒原地区の浸水対策につな

がることが想定されているものの、実際の効果につ

いて注視する必要があると考えております。 

 

シールドマシンの先端部 立坑上部からの様子 


